
 



（ 広 告 ） 

  

 

（ 広 告 ） 

  

 

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  
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(3) 事業系一般廃棄物の種類 

● 本市が受け入れを行う事業系一般廃棄物 

区 分 対象となるもの（例） 

焼却ごみ 
粗大ごみ（可燃性） 

・ 生ごみ（調理くずや食べ残しなど）★ 

・ 汚れや匂い，防水加工などにより資源化できない紙類 

・ 木製製品，チップ ★ 

・ 剪定枝（直径１０cm・長さ２．５ｍまで） 

・ ウエス，雑巾 ★ 

・ 動物のふん尿 ★ 

・ たばこの灰や吸い殻 

※ 木製パレットはすべて【産業廃棄物（木くず）】 

資源物 

 新聞 ・ 新聞紙，チラシ ★ 

・ ダンボール箱 ★ 

・ 雑誌，書籍，メモ用紙 ★ 
 ダンボール 

 雑誌・その他の紙 

 紙パック ・ 牛乳パック，ジュース等の紙パック 

 布類 ・ シャツ，タオル ★ 

※ 合成繊維はすべて【産業廃棄物（廃プラスチック類）】 

 びん缶類 ☆ ・ 従業員の飲食に伴うびん・缶 

 ペットボトル ☆ ・ 従業員の飲食に伴うペットボトル，醤油のボトル 

 プラスチック製容器包装 ☆ ・ 従業員の飲食に伴う弁当，カップ麺，洗剤などの容器 

※ 汚れを落としてください。 

 白色トレイ ☆ ・ 従業員の飲食に伴う白色トレイ 

不燃ごみ ☆ 

粗大ごみ（不燃性）☆ 

・ 従業員の飲食に伴う湯呑，皿 

・ 臨時的に発生した電子レンジ 

危険ごみ ☆ ・ 臨時的に発生した蛍光灯，スプレー缶 

・ 臨時的に発生した乾電池 

☆ … 事業系一般廃棄物とみなすものに限り受け入れます。（７ページ参照） 

★ … 排出事業者の業種によっては産業廃棄物となります。（７ページ参照） 

 

（ 広 告 ） 

 

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  
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４ 廃棄物の運搬と処分 

(1) 産業廃棄物の処分方法 

● 産業廃棄物の運搬・処分方法 

産業廃棄物は，排出事業者が自ら運搬・処分を行うか，収集運搬業者・処分業者に委託

し，それぞれの許可の内容に合致した廃棄物の運搬・処分を行う必要があります。また，

委託に当たっては，法に基づいて契約書を作成しなければなりません。 

 
■ 産業廃棄物の処理の流れ 
  

  

 

● 産業廃棄物処理業者の選定 

県内の産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者については，公益社団法人  

栃木県産業資源循環協会（☎０２８－６１２－８０１６）にお問い合わせください。 

 

● 優良産廃処理業者認定制度の活用 

遵法性や事業の透明性など，通常よりも厳しい基準に適合した優良な産廃 

処理業者を都道府県・政令市が審査して認定する制度です。認定業者などに 

ついては，市ホームページでご確認ください。 

 

 

（ 広 告 ） 

  

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  
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● 産業廃棄物処理委託契約書の記載事項 

収集運搬委託 処分委託 記載事項 

○ － 運搬の最終目的地の所在地 

○ － 積替保管を行う場合はその所在地等 

－ ○ 処分（再生）の場所の所在地，方法，処理能力 

－ ○ 最終処分場の場所の所在地，方法，処理能力 

－ ○ 輸入された廃棄物である場合はその旨 

○ ○ 産業廃棄物の種類・数量 

○ ○ 委託者が受託者に支払う料金 

○ ○ 受託者の許可の事業の範囲 

○ ○ 産業廃棄物の適正処理のために必要な情報，情報に変更があった
場合の伝達方法 

（産業廃棄物の性状・荷姿，性状の変化の情報，他の廃棄物との
混合等により生ずる支障，Ｃ０９０含有マークの表示がある場合
はその旨，石綿含有産業廃棄物等が含まれる場合はその旨，その
他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項） 

○ ○ 受託業務終了時の委託者への報告 

○ ○ 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱い 

○ ○ 委託契約の有効期間（開始年月日・終了年月日） 

 

● 産業廃棄物処理委託契約書に係る注意事項 

産業廃棄物処理委託契約書には，委託する産業廃棄物が許可の事業の範囲に含まれて

いることを証する書面（許可証の写しなど）を添付する必要があります。 

※ 許可を有していない者に廃棄物の処理を委託することはできず，違反した場合は排出事業者も
罰則の対象となりますので，必ず許可の内容や期限を確認した上で保管してください。 

また，産業廃棄物処理委託契約書は，契約が終了した後でもその日から５年間保存し，

再委託を受託した場合は承諾書をその日から５年間保存しなければなりません。 

 

（ 広 告 ） 

  

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  
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● 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付 

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬を委託する場合は，引渡しの都度，種類ごと・運搬

先ごとに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し，当該廃棄物の処理課程を把握しな

ければなりません。 

 
■ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の流れ 
  

  

※ 排出事業者は産業廃棄物の引渡しと同時にＡ票を記載し，収集運搬業者にＢ１票からＥ票までを
渡します。Ｂ２票とＤ票（中間処理業者を介さない場合は不要）は交付日から９０日以内に，Ｅ票
は交付日から１８０日以内に返送を受け，Ａ票と併せて５年間保存しなければなりません。 

 

 

 

 

（ 広 告 ） 

  

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  
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（ 広 告 ） 

  

 

（ 広 告 ） 

  

 

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。 
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(6) 産業廃棄物広域認定制度の活用 

拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考え方に基づき，メーカーなどが主導して広域で

廃製品を処理することを国が認定する制度で，製品の性状・構造を熟知した  

事業者による高度な再生処理が期待できるほか，収集運搬の許可やマニフェスト

の交付を必要とすることなく処理が行えます。認定状況や対象品目については，

環境省のホームページでご確認ください。 

 
■ 概念図（出典：環境省説明資料） 
  

  

 

 

(7) 有価物としての処分 

事業所から出る不要物でも，再使用や再生利用に当たって有償で譲渡するもの（金属くず

や古紙など）は「有価物」といい，「廃棄物」には該当しませんので契約書やマニフェスト

は不要ですが，「古物営業法」などの関係法令に従って適切に処分してください。 

 

 

（ 広 告 ） 

  

広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する
場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。 
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（ 広 告 ） 

  

 

（ 広 告 ） 

  

 
広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する

場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  





 

 

（ 広 告 ） 

  

 

（ 広 告 ） 

  

 
広告の内容については広告主に直接お問い合わせください。なお，廃棄物の処理を広告主に委託する

場合は，事前に許可の内容を確認してから依頼してください。  




